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　市報２月１日号４面でお知らせしました平成２７年度
保育施設（事業者）利用申請二次募集の受入予定人数
についてお知らせします。
　申請基準、申請方法等詳しくは保育課等で配布して
いる申請案内または市ホームページをご覧ください。
受付期間　３月５日（木）までの午前８時３０分～午後
５時（土曜・日曜日を除く）
※　申請書類に不備があった場合の追加書類提出期限
も３月５日（木）です。早めにご提出ください。
※　すでにお申し込みの方で希望施設（事業者）を変
更される方は受付期間内に「希望施設（事業者）変
更届」をご提出ください。
受入予定人数　右表のとおり。なお、新たに空きがあ
った場合には市ホームページにてお知らせします。
　また、利用希望者が施設（事業者）の受入予定人数
を超えたときは、一定の基準に従い、保育を必要とす
る要件の高い児童から順次利用開始となります。
　０歳児は、生後５７日目以降から利用対象となりま
す。
問合先　保育課保育係（市役所第二庁舎３階☎０４２−
３８７−９８４６）

 各施設（事業者）の受入予定人数 （２月２４日現在）

合 計
２号３号

所　在　地施設（事業者）
５歳４歳３歳２歳１歳０歳

０（０）００００００梶野町２−７−５ひなぎく保育園

私　
　

立

０（０）００００００貫井南町４−２９−２１貫井保育園
０（０）００００００貫井北町５−８−１愛の園保育園
０（０）００００００貫井南町１−１３−１７光明第二保育園
０（０）００００００本町３−５−９しんあい保育園
９（０）９００００東町４−２１−８こむぎ保育園
０（０）００００００中町１−５−２１ひまわり保育園
０（０）００００００本町５−１９−２アスクむさし小金井保育園
０（０）００００００東町４−４２−１−２０６☆駅前コスモ保育園
３（０）２０１０００緑町４−５−７☆小金井北プチ・クレイシュ
０（０）０００貫井北町３−２１−５☆うぃず武蔵小金井保育園
０（０）０００東町５−２３−１６、１８☆こどものへや保育室

１（０）００１貫井南町４−１４−１４−
１階☆また明日保育園

５（０）４０１梶野町５−８−２５−
１０１☆（仮称）第四コスモ保育園

３（０）００３前原町５−１−２９（東
京工学院専門学校内）☆（仮称）きしゃぽっぽ

０（０）０００梶野町２−７−３０−
１０１

☆家庭的保育事業・本間寛文
（保育短時間施設）

６（２）２３（１）１（１）０００東町３−１−１６くりのみ保育園
市
　
　
立

２（０）０２００００前原町３−１１−１２わかたけ保育園
３（１）０３（１）００００本町５−６−１９小金井保育園
１（０）０１００００貫井北町３−３０−６さくら保育園
２（２）１（１）０１（１）０００梶野町１−２−３けやき保育園

※　（　）内は年齢別受入予定人数中の障がい児受入可能人数（内数）です。退所の状況により変更になる場合があります。
※　☆は平成２７年４月新制度移行・新設予定施設であり、変更の可能性があります。

平成27年平成27年度度
保育施設等の利用申保育施設等の利用申請請

二次募集二次募集のの
受入予定人数につい受入予定人数についてて

し
ま
す
。

【
持
参
す
る
も
の
】

▽　

任
意
継
続
の
健
康
保
険
証

（
喪
失
予
定
日
が
記
載
し
て
あ

る
も
の
）

▽　

本
人
確
認
書
類
（
運
転
免
許

証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、
顔
写
真
付

き
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
等
）

※　

世
帯
の
状
況
に
よ
り
、
そ
の

他
の
書
類
等
が
必
要
に
な
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
先　

保
険
年
金
課
国
保
給
付

係
（
市
役
所
第
二
庁
舎
２
階
☎　
０４２

儿　

儿
９
８
３
３
）

３８７

 　

市
で
は
、
地
元
商
工
業
の
活
性

化
支
援
の
た
め
に
、
商
工
業
者

（
法
人
・
個
人
）
が
必
要
と
す
る

事
業
資
金
を
有
利
な
条
件
で
利
用

で
き
る
よ
う
、
市
と
契
約
し
た
金

融
機
関
へ
融
資
の
あ
っ
せ
ん
を
行

っ
て
い
ま
す
。

　

申
し
込
み
は
随
時
受
け
付
け
て

い
ま
す
が
、
年
度
末
は
信
用
保
証

機
関
へ
の
保
証
申
込
が
集
中
す
る

た
め
、
早
め
に
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

　

な
お
、
現
在
、
緊
急
対
策
の
時

限
措
置
と
し
て
実
施
し
て
い
る
運

転
資
金
と
緊
急
資
金
に
係
る
保
証

小
口
事
業
資
金
融
資

あ
っ
せ
ん
制
度

年
度
末
の
申
し
込
み
は

お
早
め
に

機
関
へ
の
信
用
保
証
料
（
当
該
融

資
相
当
分
）
の
全
額
補
助
に
つ
い

て
は
、
３
月　

日
受
付
分
を
も
っ

３１

て
終
了
し
ま
す
。

　

４
月
１
日
以
降
は
、
通
常
通
り

信
用
保
証
料
の
最
大
２
分
の
１
の

補
助
と
な
り
ま
す
。

問
合
先　

経
済
課
産
業
振
興
係

（
☎　

儿　

儿
９
８
３
１
）

０４２

３８７

 　

東
京
し
ご
と
セ
ン
タ
ー
多
摩
と

近
隣
市
と
の
共
催
に
よ
り
合
同
就

職
面
接
会
を
開
催
し
ま
す
。

　

ま
た
、
面
接
会
直
前
対
策
セ
ミ

ナ
ー
も
開
催
し
ま
す
の
で
、
ご
参

加
く
だ
さ
い
。

と　

き　

３
月　

日
（
金
）

１３

▽　

面
接
会
直
前
対
策
セ
ミ
ナ
ー

＝
午
前　

時
～
正
午
（
定
員　

１０

３０

人
。
要
事
前
申
込
）

▽　

合
同
就
職
面
接
会
＝
午
後
１

時　

分
～
４
時　

分
（
受
付
時

３０

３０

間
午
後
１
時
～
３
時　

分
）

３０

と
こ
ろ　

立
川
商
工
会
議
所
（
立

川
市
曙
町
２
儿　

儿
５
立
川
ビ
ジ

３８

ネ
ス
セ
ン
タ
ー
ビ
ル
内
）

参
加
企
業
数　
　

社
程
度

１０

対　

象　

お
お
む
ね　

歳
以
上
の

５５

求
職
中
の
方

そ
の
他　

面
接
会
は
申
し
込
み
不

要
で
す
。
面
接
を
希
望
す
る
企
業

の
数
だ
け
履
歴
書
を
ご
持
参
く
だ

さ
い
。

申　

込　

東
京
し
ご
と
セ
ン
タ
ー

多
摩
（
☎　

儿　

儿
４
５
２
４
）

０４２

３２９

 　

一
人
で
悩
ま
ず
、
お
気
軽
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

〈
特
別
相
談 

多
重
債
務　

番
〉

１１０

と　

き　

３
月
２
日
（
月
）
、
３

日
（
火
）
午
前
９
時　

分
～
午
後

３０

４
時
（
正
午
～
午
後
１
時
を
除

く
）

対　

象　

市
内
在
住
・
在
勤
・
在

シ
ニ
ア
対
象

合
同
就
職
面
接
会　

立
川
を

in

開
催
し
ま
す

消
費
生
活
相
談
室

学
の
方

〈
若
者
の
ト
ラ
ブ
ル　

番
〉

１１０

　

若
者
に
対
す
る
悪
質
商
法
被
害

防
止
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
と
し
て
特
別

相
談
を
実
施
し
ま
す
。

と　

き　

３
月
９
日（
月
）、　

日
１０

（
火
）
午
前
９
時　

分
～
午
後
４

３０

時
（
正
午
～
午
後
１
時
を
除
く
）

対　

象　

市
内
在
住
・
在
勤
・
在

学
の　

歳
以
下
の
方

２９們
們
◇
共　

通
◇
們
們

相
談
窓
口　

消
費
生
活
相
談
室

（
市
役
所
第
二
庁
舎
４
階
☎　

儿
０４２

　

儿
４
９
９
９
）

３８４そ
の
他　

事
前
予
約
は
不
要
で

す
。

問
合
先　

経
済
課
消
費
生
活
係

（
☎　

儿　

儿
９
８
３
１
）

０４２

３８７

 　

南
中
学
校
の
中
庭
テ
ニ
ス
コ
ー

ト
（
ハ
ー
ド
コ
ー
ト
１
面
）
を
一

般
開
放
し
ま
す
。

と　

き　

４
月
１
日
～
９
月　

日
３０

の
午
後
７
時
～
９
時
（
金
曜
・
土

曜
日
を
除
く
）

対　

象　

市
内
在
住
・
在
勤
の
常

時
４
人
以
上
で
活
動
す
る
グ
ル
ー

プ
（
学
生
を
除
く
）

そ
の
他　

▽
使
用
可
能
日
は
、
調

整
し
た
う
え
、
結
果
を
３
月　

日
２７

ま
で
に
代
表
者
に
連
絡
し
ま
す
。

▽
申
請
書
は
生
涯
学
習
課
で
配
布

す
る
ほ
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

申　

込　

３
月　

日
（
必
着
）
ま

１３

で
に
、
申
請
書
に
必
要
事
項
を
明

記
し
、
郵
送
ま
た
は
直
接
、
生
涯

学
習
課
ス
ポ
ー
ツ
振
興
係
（
〒　
１８４

儿
８
５
０
４
住
所
不
要
・
市
役
所

第
二
庁
舎
７
階
☎　

儿　

儿
２
４

０４２

３８６

６
２
）
へ
。

 　

図
書
館
シ
ス
テ
ム
入
れ
替
え
に

伴
う
準
備
の
た
め
、
図
書
館
本
館

南
中
学
校
テ
ニ
ス
コ
ー
ト

夜
間
開
放
（
前
期
）

図
書
館
本
館
地
階
集
会
室
の

使
用
申
請
受
付
を

開
始
し
ま
す

地
階
集
会
室
を
閉
室
し
て
い
ま
す

が
、
再
開
に
伴
う
使
用
申
請
受
付

を
開
始
し
ま
す
。

受
付
開
始
日　

３
月
１
日
（
日
）

使
用
再
開
日　

６
月
２
日
（
火
）

問
合
先　

図
書
館
本
館
（
☎　

儿
０４２

　

儿
１
１
３
８
）

３８３
 　

東
京
都
で
は
、
平
和
国
家
日
本

の
首
都
と
し
て
、
戦
争
の
惨
禍
を

再
び
繰
り
返
さ
な
い
こ
と
を
誓

い
、
３
月　

日
を
東
京
都
平
和
の

１０

日
と
定
め
て
い
ま
す
。

　

こ
の
日
は
、
昭
和　

年
の
東
京

２０

大
空
襲
で
一
夜
に
し
て　

万
人
と

１０

も
い
わ
れ
る
尊
い
命
が
失
わ
れ
た

日
で
す
。
東
京
大
空
襲
を
は
じ

め
、
戦
災
で
亡
く
な
っ
た
方
々
の

追
悼
と
世
界
の
恒
久
平
和
を
願
う

た
め
、
家
庭
や
職
場
な
ど
で
１
分

間
の
黙
と
う
を
お
願
い
し
ま
す
。

と　

き　

３
月　

日
（
火
）
午
後

１０

１
時

問
合
先　

東
京
都
生
活
文
化
局
文

化
事
業
課
（
☎　

儿
５
３
８
８
儿

０３

３
１
４
１
）
、
市
広
報
秘
書
課
広

聴
係
（
☎　

儿　

儿
９
８
１
８
）

０４２

３８７

  　

４
月
開
設
予
定
で
お
知
ら
せ
し

ま
し
た
（
仮
称
）
小
金
井
公
園
ハ

イ
ジ
保
育
園
は
、
建
設
工
事
等
の

影
響
に
よ
り
、
開
設
を
延
期
し
ま

す
。

　

今
後
の
開
設
予
定
等
に
つ
い
て

は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

問
合
先　
（
仮
称
）小
金
井
公
園
ハ

イ
ジ
保
育
園
（
☎　

儿　

儿
６
６

０４２

３１６

７
４
）
、
保
育
課
保
育
係
（
☎　
０４２

儿　

儿
９
８
４
６
）

３８７ ３
月　

日
は

１０

東
京
都
平
和
の
日
で
す

認
証
保
育
所
の
開
設
延
期

に
つ
い
て

　

原
動
機
付
自
転
車
を
含
む
軽
自

動
車
税
は
、
４
月
１
日
現
在
の
所

有
者
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

廃
棄
処
分
や
他
人
に
譲
る
な
ど

し
、
廃
車
や
名
義
変
更
の
届
け
出

を
し
て
い
な
い
方
は
、
お
早
め
に

手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。
手
続
き

を
し
な
い
と
、
引
き
続
き
所
有
者

と
し
て
課
税
さ
れ
ま
す
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

問
合
先　

▽
原
動
機
付
自
転
車

（　

㏄
以
下
）
＝
市
民
税
課
諸
税

１２５
係
（
☎　

儿　

儿
９
８
２
０
）
▽

０４２

３８７

軽
二
輪
等
＝
東
京
運
輸
支
局
多
摩

自
動
車
検
査
登
録
事
務
所
（
☎　
０５０

儿
５
５
４
０
儿
２
０
３
３
）
▽
軽

四
輪
等
＝
軽
自
動
車
検
査
協
会
多

摩
支
所
（
☎　

儿
３
８
１
６
儿
３

０５０

１
０
４
）

 　

任
意
継
続
中
の
健
康
保
険
が
３

月　

日
で
満
了
と
な
り
、
４
月
１

３１
日
か
ら
国
民
健
康
保
険
に
加
入
す

る
方
に
限
り
、
３
月　

日
（
水
）

１８

か
ら
、
加
入
の
受
け
付
け
を
開
始

国
民
健
康
保
険

任
意
継
続
の
健
康
保
険
が

満
了
に
な
る
方
へ

軽
自
動
車
等

軽
自
動
車
等
のの

廃廃
車車
・・
名
義
変
更

名
義
変
更
はは

　

３
月
中

　
　
　

３
月
中
にに　市では、市立小・中学校の児童・生徒の学

校生活におけるアレルギー症状発症時の対応
の体制を強化するため、２月２日に公立昭和
病院と覚書を締結しました。
　この締結により、市立小・中学校でアレル
ギー症状が発生した際、医師直通専用電話
で、アレルギー症状の判断や救急搬送の受け
入れ等の相談ができるようになりました。
問合先　学務課保健給食係（☎０４２−３８７−
９８７４）

市立小・中学校に
アナフィラキシー対応
ホットラインを

設置しました


